
様式第２８号(第２４条関係) 

 

危険物許可書等再交付申請書 

 

①   年  月  日  

（宛先）松山市長 

 

②  申 請 者                 

住 所                 

氏 名                 

設 置 者 

③ 

住 所  

氏 名  

設 置 場 所 ④ 

再交付を受けようと

する許可書等の種類 ⑤  許可書 ・ タンク検査済証 ・ 保安検査済証 

製

造

所

等 

製造所等の別 ⑥ 
貯 蔵 所 又 は

取扱所の区分 ⑦ 

許 可 年 月 日 ⑧  年  月  日 検 査 年 月 日 ⑩  年  月  日 

許 可 番 号 ⑨  第     号 検 査 番 号 ⑪  第     号 

タ

ン

ク 

種 別 ⑫ 検 査 年 月 日 ⑭  年  月  日 

容 量 ⑬ 検 査 番 号 ⑮  第     号 

再 交 付 の 理 由 ⑯   亡失 ・ 滅失 ・ 汚損 ・ 破損 

そ の 他 必 要 事 項 ⑰   

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

  

備考 １ 法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入す
ること。 

   ２ ※印の欄は、記入しないこと。 
 
 
 
 
 

記載要領 



【危険物許可書等再交付申請書記載要領】 

① 申請日（申請書提出日）を記入する。 

② 「申請者」欄は、原則として製造所等の設置者又は交付時の申請者の住所、氏名を記

入する。申請者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記

入する。 

③ 「設置者」欄は、次の再交付申請の区分により記入する。 

・ 許可書の再交付申請の場合は、再交付を必要とする許可書の交付時の製造所等の設

置者の住所、氏名を記入する。 

・ タンク検査済証の再交付申請の場合は、製造所等の設置者の住所、氏名を記入する。 

・ 保安検査済証の再交付申請の場合は、再交付を必要とする保安検査済証の交付時の

製造所等の設置者の住所、氏名を記入する。 

④ 「設置場所」欄は、製造所等の所在地を記入する。 

⑤ 「再交付を受けようとする許可書等の種類」欄は、再交付を必要とする書類名を〇で 

囲むか、必要とする書類名以外を二重線で抹消する。 

⑥～⑪は、許可書又は保安検査済証の再交付申請の場合のみ記入する。タンク検査済証の 

再交付申請の場合は、斜線により抹消する。 

⑥ 「製造所等の別」欄は、製造所、貯蔵所又は取扱所の別を記入する。 

⑦ 「貯蔵所又は取扱所の区分」欄は、危険物の規制に関する政令第２条及び第３条に掲 

げる施設区分（同令第３条第２号イ及びロを含む。）を記入する。製造所の場合は、斜 

線により抹消する。 

⑧ 「製造所等 許可年月日」欄は、次の再交付申請の区分により記入する。 

・ 許可書の再交付申請の場合は、再交付を必要とする許可書の許可年月日を記入する。 

・ 保安検査済証の再交付申請の場合は、設置許可年月日を記入する。 

⑨ 「製造所等 許可番号」欄は、次の再交付申請の区分により記入する。 

・ 許可書の再交付申請の場合は、再交付を必要とする許可書の許可番号を記入する。 

・ 保安検査済証の再交付申請の場合は、設置許可番号を記入する。 

⑩ 「製造所等 検査年月日」欄は、次の再交付申請の区分により記入する。 

・ 許可書の再交付申請の場合は、斜線により抹消する。 

・ 保安検査済証の再交付申請の場合は、再交付を必要とする保安検査済証の検査年 

月日を記入する。 

⑪ 「製造所等 検査番号」欄は、次の再交付申請の区分により記入する。 

・ 許可書の再交付申請の場合は、斜線により抹消する。 

・ 保安検査済証の再交付申請の場合は、再交付を必要とする保安検査済証の検査番号

を記入する。 

⑫～⑮は、タンク検査済証の再交付申請の場合のみ記入する。許可書又は保安検査済証の 

再交付申請の場合は、斜線により抹消する。 

⑫ 「タンク 種別」欄は、再交付を必要とするタンク検査済証のタンクの種類（例：屋外

貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク）を記入する。 

⑬ 「タンク 容量」欄は、再交付を必要とするタンク検査済証のタンクの容量を記入する。  

⑭ 「タンク 検査年月日」欄は、再交付を必要とするタンク検査済証の検査年月日を記入する。  

⑮ 「タンク 検査番号」欄は、再交付を必要とするタンク検査済証の検査番号を記入する。  

⑯ 「再交付の理由」欄は、該当する理由を○で囲むか、該当する理由以外を二重線で抹

消する。  

⑰ 「その他必要事項」欄は、所管課から指示された事項を記入する。 

記載要領 


